
 

 

監査結果公表第５－８号 

監査の結果に基づき講じた措置の内容の公表について 

 監査の結果に基づき講じた措置の内容について通知があったので、地方自治法第 199 条第 14 項及び

八尾市監査基準第17条の規定により当該措置の内容を次のとおり公表します。 

  令和６年３月４日 

                            八尾市監査委員  吉 川 慎一郎   

                               同     八 百 康 子   

                               同     南 方  武   

                               同     松 田 憲 幸   

記 

１ 措置の内容の通知 

   令和２年度定期監査（財政部）の結果に対する措置 

    令和６年２月22日付け 八財活第192号 

   令和３年度定期監査（魅力創造部）の結果に対する措置 

    令和６年２月22日付け 八魅観第447号 

   令和３年度定期監査（教育委員会事務局）の結果に対する措置 

    令和６年２月22日付け 八教教政第2369号 

 

２ 問合せ先 

   八尾市本町一丁目１番１号 

    八尾市監査事務局 

     電話番号 072－924－3896（直通） 

３ その他 

   措置の内容については、市役所本館３階の情報公開室及び八尾市ホームページでも閲覧できます。 



 

令和２年度定期監査（財政部）の結果に対する措置の内容 

財産活用課 

指摘事項 
本通知時までに講じた 
措置又は改善方針等 

R5.2.20 までの取組等の内容 

１ 市有資産の売却に係る

仕組みの構築について 

  八尾市財務規則におい

て、財政部長は公有財産の

効率的運用を図り、その取

得、管理及び処分の適正を

期すために必要な調整を行

わなければならないとされ

ている。売却することが決

定された公有財産の処分に

ついては、経済性、効率性

の観点からも処分が完了す

るまでの期間をできるだけ

短縮させる必要があること

から、蓄積した専門的なノ

ウハウを生かし効率的に公

有財産の処分が完了できる

よう所管課との役割を検討

し、整理すること。 

措置

状況 

１．措置済 

（令和５年３月 16日） 

措置

状況 
２．措置予定 

 売却することが決定された公

有財産の処分について、「公有地

の活用（売却）にかかる庁内検

討フロー」を策定し、所管課を

含めた関係課との役割及び手順

を整理しました。 

売却することが決定された

公有財産の処分について、関

係課を含めた役割及び手順を

令和５年３月末までに整理す

る予定です。 

 


